
廃棄物減量等推進審議会について

法令上の位置付け

環境基本法
環境基本条例

環境審議会

循環型社会形成推進基本法

・資源有効利用促進法
・容器包装リサイクル法
・家電リサイクル法
・食品リサイクル法
・小型家電リサイクル法

[第18条第1項]

市長の諮問に応じ，本市における一般廃棄物の減量
化を推進するための方策等に関する事項を審議する
ため，旭川市廃棄物減量等推進審議会を置く。

廃棄物減量等推進審議会
ごみ処理行政全般への反映

[第5条の7第1項]

市町村は、その区域内におけ
る一般廃棄物の減量等に関す
る事項を審議させるため、廃
棄物減量等推進審議会を置く
ことができる。

廃棄物処理法 各種リサイクル法

廃棄物の処理及び清掃に関する条例

廃棄物減量等推進審議会の審議事項

過年度の実績に基づく将来の推計と施策の効果を踏まえた
目標の設定

目標の達成に必要な取組（排出抑制・再資源化）

ごみの分別収集区分の設定、分別の方法

ごみ種ごとの収集運搬・中間処理・最終処分の体制（処理
方法、処理主体）

ごみの適切な処理を継続するための施設整備（既存施設の
維持管理を含む）

一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

分別収集する一般廃棄物の種類及び分別の区分

一般廃棄物の適正な処理に関する基本的事項

一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 
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